
藤沢市消防団



機能別大規模災害団員教育計画（以下、「教育計画」という。）は、藤沢市消防団に関する
規則第３条第１項及び消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第１６条の
規定に基づき、藤沢市消防団機能別大規模災害団員（以下「大規模団員」という。）が、市域
において大規模な災害が発生した場合、有効な活動が行えるように、知識・技術を習得す
るための教育方針を定め、平準化を図ることを目的とする。

（１）大規模災害への対応力の強化
大規模災害を想定した各種訓練（図上・実践）に参加し、災害対応力の強化を図る。

（２）防災指導力の強化
災害時に必要な知識として、防災に関する研修等に参加し指導力向上を図る。

（３）多様な主体との連携強化
基本団員及び職員と定期的に合同訓練等を実施し災害活動時の連携強化を図るほか、

自主防災組織等が主催の訓練等に参加し、地域住民との連携強化を図る。
（４）消防団員としての規律等の強化

消防団員として活動するにあたり、地方公務員の非常勤特別職として他の模範となるよ
う、消防団活動に必要となる知識・技術の習得を図る。









第１分団 江の島地区

第２分団 片瀬洲鼻地区

第３分団 片瀬地区

第４分団 鵠沼海岸地区

第５分団 本鵠沼地区

第７分団 南藤沢地区

第６分団 村岡地区

第８分団 西富地区

第９分団 本町・善行地区

第１０分団 辻堂地区

第１１分団 明治地区

第１２分団 大庭地区

第１４分団 西俣野地区

第１５分団 亀井野地区

第１６分団 亀井野地区

第１７分団 円行地区

第１８分団 下土棚地区

第１３分団 石川・天神町地区

第１９分団 遠藤地区

第２０分団 遠藤地区

第２１分団 高倉地区

第２２分団 高倉地区

第２３分団 長後地区

第２４分団 長後地区

第２５分団 長後地区

第２６分団 獺郷地区

第２７分団 打戻地区

第２８分団 宮原地区

第２９分団 菖蒲沢地区

第３０分団 用田地区

第３１分団 葛原地区
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【消防団の組織】

※藤沢市消防団の概要
藤沢市消防団の組織
消防局や消防署と同様、消防組織法に基づき、市町村に設置される消
防機関です。地域における消防防災のリーダーとして、平常時や非常
時を問わず市内の各地域に密着し、市民の安全と安心を守るという重
要な役割を担います。
市内に１団本部、３１個分団及び活動や役割を限定した機能別消防
団員からなる組織として、定員５０４人で構成される非常勤特別職の
地方公務員です。

機能別消防団員とは（音楽団員・大規模団員）
（藤沢市消防団に関する規則 第４条）
※機能別消防団員の階級は「団員」のみとなります。
従来の消防団員（基本団員）が、消防活動全般を担うのに対し、それぞれの事情
や能力に応じて、あらかじめ定めた特定の活動・役割に従事するものです。

【大規模団員】
平常時は、市内各地域における防災指導や消防
団ＰＲ等の広報を、大規模災害発生時には消防団指
揮本部の運営補助、基本団員の活動補助及び住民
の避難誘導等に従事する機能別消防団員です。

【音楽団員】
藤沢市消防音楽隊と共に音楽を通じて、消防に
関する広報、消防団のＰＲを主に活動をする機能別
消防団員です。



※大規模団員の処遇等について
（藤沢市消防団に関する条例 第１０条・第１１条）
（藤沢市消防団に関する規則 第１１条）
※出動報酬 （災害１，７００円/時間、災害以外１，４００円/時間）
年額報酬 対象外

※公務災害補償について
（消防組織法第２４条第1項）
（藤沢市消防団員等公務災害補償条例第２条）
消防団員が公務（消火や訓練等）により負傷、疾病、障害又は死亡の身

体的損害を被った際の補償は次のとおりです。
・療養補償・休業補償・傷病補償年金・障害補償・介護補償
・遺族補償・葬祭補償
※福祉事業の種類
（消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律）
外科後処置、補装具、リハビリテーション、アフターケア、休業援護金、
在宅介護を行う介護人の派遣、奨学援護金、就労保育援護金、傷病特
別支給金、傷病特別給付金、障害特別支給金、障害特別援護金、障害
特別給付金、遺族特別給付金、遺族特別救護金、遺族特別給付金、長
期家族介護者救護金があります。

大規模団員が公務上「ケガ等」をした場合は、各種補償制度により一定の損害補償がされます。

大規模団員に
付与されない制度

・退職報償金制度
（消防組織法第２５条）
・休団制度
（藤沢市消防団に関する条例 第１６条）
（藤沢市消防団に関する規則 第１６条）
・表彰制度
（藤沢市消防団員の手引きＰ25参照）
表彰についは、藤沢市消防団長表彰のみ
該当となります。



（５）消防団員が有する主な公権力（藤沢市消防団員の手引き 参照）
公権力とは
・消防の任務を遂行するために、消防団員に対し、消防職員に準じて必要な権限が法律で与えられています。

ア 立入検査（消防法第４条の２第１項）
イ 情報提供（消防法第２５条第３項）
ウ 優先通行権及び緊急通行権
（ア）優先通行権（消防法第２６条第１項）
（イ）緊急通行権（消防法第２７条）
エ 消防警戒区域の設定（消防法第２８条第１項）
オ 緊急措置権
（ア）消防吏員又は消防団員は、消火、延焼の防止又は人命救助の必要があるときは、消防対象物やその土地を使用、
処分し、又は使用を制限することができます。（消防法第２９条第１項）

（イ）消防吏員又は消防団員は、緊急の必要があるときは、火災現場付近の者を消火や延焼防止、人命救助その他の消
防作業に従事させることができます。（消防法第２９条第５項）

※藤沢市公式ホームページを参照ください。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/keibou/bosai/shobo/soshiki/kenshu.html

ホーム > 防災・安全 > 消防・救急 > 消防 > 消防団 > 消防団員教育資料（座学：動画）

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/keibou/bosai/shobo/soshiki/kenshu.html


・優先通行権（消防法第２６条第１項）
車両が、火災現場に出動する場合
他の車両や歩行者などに優先して通
行することができます。

・緊急通行権（消防法第２７条）
消防隊が一刻も早く火災現場に到着
できるように指導や校内の通路など
を通行することができます。



消防警戒区域の設定
（消防法第２８条第１項）
・火災現場では消防警戒区域を設定して区域内に特定
のもの以外の出入りを禁止もしくは制限することができ
ます。この区域を設定する場合はロープなどを貼って
はっきりと示す必要があります。

火災警戒区域の設定（参考）
（消防法第２３の２）
・消防警戒区域のほかに、火災警戒区域があります。
これは火災ではなく、ガス火薬危険物の漏えいなどの事
故により火災発生の危険がある場合に設定するもので
消防局長または消防署長の権限で設定することができ
ます。



・緊急措置権

消防吏員又は消防団員は、消火、延焼の防止又は人命救助の
必要があるときは、消防対象物やその土地を使用、処分し、又は
使用を制限することができます。（消防法第２９条第１項）

消防吏員又は消防団員は、緊急の必要があるときは、火災現場
付近の者を消火や延焼防止、人命救助その他の消防作業に従
事させることができます。（消防法第２９条第５項）



震度【５強以上】の地震発生時「自主的に集まります。」

震度【５強以上】の地震発生時は、自主的に参集してください。
その他災害が発生した場合、発生する危険がある場合は、消防災害メール等にお
いて招集・参集をお知らせします。

交通手段は、原則、【徒歩】 【自転車】 【バイク】にて集まります。
【持込み品】
３～７日分の食料、飲料水、タオル、携帯ライト、着替え等

指揮支援活動
南・北署に設置される方面式本部にて、副団長の指揮活動を支援します。
活動する各個分団の参集や出動状況の管理を行います。

基本団員の支援活動
副団長等の指示により、基本団員の支援（物資の搬送等）活動をします。
資機材や食料等物資の搬送や、活動の支援を行います。



次の災害が発生した場合に大規模団員は、活動をします。

【自主的に集まり活動する場合】
・市内で「震度５強」以上の地震が発生したとき（自主的に参集）



次の災害が発生した場合に大規模団員は、活動をします。

【消防災害メールシステム等により警防課からの連絡により活動を依頼する場合】

風水害の他、市域にて甚
大な被害が発生した場合
風水害の他、市域にて甚
大な被害が発生した場合







★注意事項★

大規模団員として、活動を行う際に参集
場所へ参集しても皆さんの食料・着替え
等が確保されているわけではありません。
特に食料、飲料水については、日ごろか
ら各自で準備ください。
また、災害が長期化する場合は、ロー
テーションを組んだ活動をすることもあ
ります。



第〇分団
了解!!

「消防団方面指揮所」で行う、各個分団の指揮統制、活
動管理については、次のとおりです
・消防団指揮本部との連絡調整
・参集団員の取りまとめ及び災害現場への各分団の分配
・避難指示、誘導、現場の広報に関すること
・災害情報の収集伝達、その他消防活動について

各個分団との無線交信により、
活動内容等の情報を管理する。

指揮所長 副団長

各個分団は、災害活動の開始、終了の報告。
必要に応じて、増隊の要請等を方面指揮所へ報告。
また、可能な限り被災状況を報告する。



指揮所長 副団長

各個分団で不足する、資機材等
の搬送を無線にて依頼をする。

第〇分団
了解!!

各個分団は、災害活動の開始、終了の報告。
必要に応じて、増隊の要請や必要資機材の搬送に
ついて方面指揮所へ報告。
また、可能か限り被災状況を報告する。

方面指揮隊長の指示により、各個分団へ必要資機
材や食料等の搬送。
また避難誘導など必要に応じた活動を行うことも
あります。

無線にて依頼された内容を
「消防団指揮本部」と調整し対応する。



（１）訓練及び研修への参加
警防課の指定する訓練等へ年間２回程度参加する。

※必要に応じて、２回以上実施することもありますので、可能な
限り参加をお願いいたします。

（２）広報活動について
「基本団員」が参加する訓練及び各種イベント等において

広報用の写真撮影のほか、撮影した写真等を活用して藤沢市消
防団をＰＲするための広報資料(パンフレット等)作成を行いま
す。

※平時の活動における、参集の連絡方法については、警防課より
「Ｅメール及び消防団アプリ等」を使用して行います。













※災害時に連携した活動を行う
「消防職員」「消防団員」「機能別団員」
三者の関係の構築が必要。
そのため、災害発生時以外でも顔の
見える関係を築くことが必要となる。

※平時の訓練、研修及びイベント等
において、職員や基本団員とい協力
することで、顔の見える関係を図り、
災害活動時における連携の強化を
図る。


